
第

二

千

五

百

七

十

五

号

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
に
基
づ
く
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
の
公
表

(

森
林
整
備
課)

五
五
三
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

五
五
四

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
五
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

五
五
四

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

高
齢
福
祉
課)

五
五
六

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(
同

)

五
五
六

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

(
同

)

五
五
七

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

五
五
七

○
介
護
保
険
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定

(

同

)

五
五
七

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

同

)

五
五
七

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)
五
五
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)
五
五
八

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

五
五
九

○
岐
阜
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

同

)

五
六
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

五
六
〇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

五
六
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
八
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
を
次

の
よ
う
に
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

区
域
及
び
期
間

１

区
域

岐
阜
市
、
大
垣
市
、
多
治
見
市
、
関
市
、
中
津
川
市
、
美
濃
市
、
瑞
浪
市
、
恵
那
市
、
美
濃
加

茂
市
、
土
岐
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市
、
山
県
市
、
本
巣
市
、
郡
上
市
、
下
呂
市
、
海
津
市
、
養

老
郡
養
老
町
、
不
破
郡
垂
井
町
及
び
関
ケ
原
町
、
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
、
大
野
町
及
び
池
田
町
、
加

茂
郡
坂
祝
町
、
富
加
町
、
川
辺
町
、
七
宗
町
、
八
百
津
町
、
白
川
町
及
び
東
白
川
村
並
び
に
可
児

郡
御
嵩
町
一
円

２

期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
一
年
間

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
伐
採
木
等(

伐
採
さ
れ
た
樹
木
そ
の
他
土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の

幹
及
び
枝
条(
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。)

並
び
に
こ
れ
ら
の
包
装
を
い
う
。)

は
、

松
く
い
虫
を
防
除
し
、
検
査
し
た
後
で
な
け
れ
ば
移
動
さ
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
伐
倒
駆
除
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日



公

示

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
事
前
に
移
動
場
所
、
期
間
、
数
量
及
び
駆
除
予
定
時
期
を
、
伐
採
木
等
の

所
在
す
る
地
域
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所
長
に
届
け
出
て
承
認
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
１
の
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
け
る
過
去
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況
か
ら
み

て
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
の
被
害
が
ま
ん
延
し
、
一
の
１
の
区
域
及
び
そ

の
周
辺
の
松
林
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五

そ
の
他

一
の
１
の
区
域
内
に
お
い
て
三
に
掲
げ
る
伐
採
木
等
を
所
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
表
の
告
示
の
日

か
ら
二
週
間
以
内
に
、
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
三
に
掲
げ
る
伐
採
木
等
の
所
在
す
る
地

域
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所
を
経
由
し
て
知
事
に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

岐
阜
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業

岐
阜
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
九
年
七
月
十
七
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人C

orraggioso
Sport

C
lub

三

代

表

者

の

氏

名

田
中

大
介

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
桜
木
町
四
丁
目
四
六
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岐
阜
県
及
び
そ
の
近
隣
に
在
住
す
る
あ
ら
ゆ
る

人
々
に
、
楽
し
く
健
康
的
に
ス
ポ
ー
ツ
が
出
来
る
環
境
を
提
供
す

る
こ
と
に
努
め
る
と
と
も
に
、
青
少
年
・
少
女
の
健
全
育
成
に
関

す
る
ス
ポ
ー
ツ
を
中
心
と
し
た
様
々
な
活
動
を
通
し
て
、
ま
ち
づ

く
り
や
人
材
育
成
を
は
か
り
な
が
ら
地
域
共
同
体
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
、
次
世
代
を
担
う
競
技
者
、
指
導
者
の
育
成
を
図
り
岐

阜
県
全
体
の
ス
ポ
ー
ツ
文
化
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日
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二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
起
業
家
支
援
ネ
ッ
ト

三

代

表

者

の

氏

名

岩
田

潤
三

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
今
嶺
四
丁
目
二
番
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
創
業
や
経
営
革
新
を
志
す
起
業
家
に
対
し
て
、

事
業
運
営
に
お
い
て
総
合
的
な
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
日

本
経
済
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
ど
も
劇
場
お
や
こ
劇
場
岐
阜
県
セ
ン

タ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

高
島

直
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町
三
丁
目
一
一
六
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
ど
も
を
人
格
あ
る
社
会
の
一
員
と
位
置
づ
け
、

岐
阜
県
内
の
子
ど
も
に
対
し
て
鑑
賞
活
動
や
多
彩
な
自
主
活
動
を

通
じ
て
社
会
体
験
や
社
会
参
画
の
機
会
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
｢

子
ど
も｣

と｢

文
化
・
芸
術｣

に
関
す
る
諸
団
体
に
対
し
て
、

連
絡
・
交
流
・
支
援
な
ど
の
事
業
を
行
い
、
よ
っ
て
子
ど
も
と
お

と
な
の
豊
か
な
成
長
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
ン
ジ
ェ
ル
ハ
ウ
ス

三

代

表

者

の

氏

名

荒
井

梓
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
各
務
原
市
松
が
丘
七
丁
目
一
〇
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
心
身
障
害
者
と
そ
の
家
族
が
社
会
の
一
員
と
し

て
、
幸
せ
に
生
き
て
行
く
た
め
の
自
立
に
向
け
て
行
う
事
業
を
支

援
し
、
地
域
住
民
と
障
害
者
が
と
も
に
暮
ら
せ
る
よ
う
推
進
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
可
茂
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

小
嶋

孝�
四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
郡
御
嵩
町
比
衣
四
七
三
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
個
人
の
住
宅
や
大
衆
が
利
用
す
る
施
設
な
ど
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
行
い
、
地
域
の
生
活
環
境(

公
園
、
河
川
、

歩
道
等)

の
安
全
化
を
推
進
し
、
高
齢
者
や
障
害
者
の
自
立
し
た

生
活
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
夢
の
あ
る
健
康
で
豊
か
な
生
活
環

境
を
築
く
た
め
の
支
援
を
行
い
、
も
っ
て
地
域
社
会
に
貢
献
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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株
式
会
社
昭
電

工
業

株
式
会
社
Ｈ
Ｓ

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

合
同
会
社
お
ひ

さ
ま

合
同
会
社
お
ひ

さ
ま

社
会
福
祉
法
人

和
敬
会
倶
楽
部

株
式
会
社
ユ
タ

カ
メ
デ
ィ
カ
シ

ス
テ
ム
ズ

医
療
法
人

純

真
会

医
療
法
人
社
団

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

平
和
町
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
仙
楽
苑

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

宝デ
イ
サ
ー
ビ
ス

茶
話
本
舗
恵
那

リ
ハ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
お
ひ
さ
ま

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ふ
く

ろ
う
の
杜

北

館ゆ
か
り
の
郷
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
二
葉

グ
リ
ー
ン
テ
ラ

ス

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
多
治
見
市
平
和
町
七
丁

目
七
二
―
一

岐
阜
県
多
治
見
市
宝
町
九
丁
目

一
三
番
地

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
二
六
九

三
―
七
六
一

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
二
六
九

三
―
七
六
一

岐
阜
県
中
津
川
市
苗
木
四
〇
〇

二
番
地

岐
阜
県
大
垣
市
二
葉
町
六
丁
目

一
―
一

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
四
〇
六

一岐
阜
県
瑞
穂
市
本
田
一
〇
一
七

事

業

所

の

所

在

地

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・
一
八

平
成

二
六
・

七
・
二
三

平
成

二
六
・

七
・
二
三

平
成

指

定

年
月
日

株
式
会
社
Ｃ
・

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ

株
式
会
社
ナ
イ

ス
マ
ン

社
会
福
祉
法
人

伝
心
会

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

成
信
会

株
式
会
社
ス
テ

イ
デ
ィ
ー

医
療
法
人

純

真
会

株
式
会
社

心

・
空

ク
ロ
ー
バ
ー

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

穂
積

ア
ス
ト
レ
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
各
務
原

や
す
ら
ぎ
苑
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

事
業
所
の
名
称

ー
シ
ョ
ン
福
田

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ま
つ

よ
し
多
治
見

み
ど
り
訪
問
介

護訪
問
看
護
こ
こ

か
ら
ケ
ア

岐
阜
県
瑞
穂
市
穂
積
字
中
原
一

八
〇
四
番
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
東
町
六

―
七
六
―
一
ハ
イ
シ
ン
フ
ォ
ニ

ー
二
〇
二

岐
阜
県
羽
島
市
下
中
町
石
田
六

八
七
番
地

事

業

所

の

所

在

地

番
地
の
一

岐
阜
県
多
治
見
市
若
松
町
一
丁

目
七
―
三
ノ
ー
ザ
ン
ラ
イ
ト
ハ

イ
ツ
Ｂ
二
〇
一
号
室

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
四
〇
六

一岐
阜
県
可
児
市
広
見
二
丁
目
三

〇
番
地
シ
ャ
ト
リ
エ
ヒ
ロ
ミ
二

三
〇

Ｂ
―
一
・
Ｃ
号
室

通
所
介
護

訪
問
看
護

訪
問
入
浴

介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

訪
問
介
護

訪
問
介
護

訪
問
看
護

平
成

二
六
・

七
・
三
一

平
成

二
六
・

七
・
三
一

平
成

二
六
・

七
・

一

廃

止

年
月
日

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・
二
三

平
成

二
六
・

七
・

一

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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有
限
会
社
ヒ
ュ

ー
マ
ン
リ
レ
ー

シ
ョ
ン

株
式
会
社
Ｍ
Ｈ

Ｓ
Ｌ

株
式
会
社
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト
ｊ
ｉ

ｊ
ｉ

合
同
会
社
お
ひ

さ
ま

事
業
者
の
名
称

ぎ
ふ
介
護
各
務

原
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
こ
く
ふ

本
郷
ふ
ふ

居

宅
介
護
支
援
事

業
所

ケ
ア
プ
ラ
ン
お

ひ
さ
ま

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
各
務
原
市
那
加
桜
町
一

丁
目
一
〇
五
番
地

岐
阜
県
高
山
市
国
府
町
八
日
町

四
〇
―
二

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
本
郷
町
四

丁
目
九
番
一
五
号

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
二
六
九

三
―
七
六
一

事

業

所

の

所

在

地

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

白
寿
会

開
設
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人

揖
斐
川
町
社
会

福
祉
協
議
会

株
式
会
社
Ｍ
Ｈ

Ｓ
Ｌ

事
業
者
の
名
称

い
ぶ
き
苑
別
館

施
設
の
名
称

揖
斐
川
町
社
協

揖
斐
川
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

飛
騨
古
川
居
宅

介
護
支
援
事
業

所 事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
府
中
一

九
四
七
―
一

施

設

の

所

在

地

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南

方
一
九
三

岐
阜
県
飛
騨
市
古
川
町
高
野
三

三
六
番
地
一

事

業

所

の

所

在

地

介
護
老
人

福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・

七
・

一

指

定

年
月
日

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

廃

止

年
月
日

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
六
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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株
式
会
社
Ｈ
Ｓ

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

シ
ェ
ア
株
式
会

社合
同
会
社
お
ひ

さ
ま

社
会
福
祉
法
人

和
敬
会
倶
楽
部

株
式
会
社
ユ
タ

カ
メ
デ
ィ
カ
シ

ス
テ
ム
ズ

医
療
法
人

純

真
会

医
療
法
人
社
団

成
信
会

医
療
法
人

純

真
会

株
式
会
社

心

・
空

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

宝中
津
川
だ
ん
だ

ん
デ
イ
サ
ー
ビ

スリ
ハ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
お
ひ
さ
ま

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ふ
く

ろ
う
の
杜

北

館ゆ
か
り
の
郷
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
二
葉

グ
リ
ー
ン
テ
ラ

ス

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
福
田

み
ど
り
訪
問
介

護訪
問
看
護
こ
こ

か
ら
ケ
ア

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
多
治
見
市
宝
町
九
丁
目

一
三
番
地

岐
阜
県
中
津
川
市
新
町
六
番
二

四
号

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
二
六
九

三
―
七
六
一

岐
阜
県
中
津
川
市
苗
木
四
〇
〇

二
番
地

岐
阜
県
大
垣
市
二
葉
町
六
丁
目

一
―
一

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
四
〇
六

一岐
阜
県
瑞
穂
市
本
田
一
〇
一
七

番
地
の
一

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
四
〇
六

一岐
阜
県
可
児
市
広
見
二
丁
目
三

〇
番
地
シ
ャ
ト
リ
エ
ヒ
ロ
ミ
二

三
〇

Ｂ
―
一
・
Ｃ
号
室

事

業

所

の

所

在

地

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
看
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・
一
八

平
成

二
六
・

七
・
二
三

平
成

二
六
・

七
・
二
三

平
成

二
六
・

七
・

一

平
成

二
六
・

七
・
二
三

平
成

二
六
・

七
・

一

指

定

年
月
日

株
式
会
社
Ｃ
・

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ

株
式
会
社
ナ
イ

ス
マ
ン

社
会
福
祉
法
人

伝
心
会

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

ク
ロ
ー
バ
ー

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

穂
積

ア
ス
ト
レ
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
各
務
原

や
す
ら
ぎ
苑
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
瑞
穂
市
穂
積
字
中
原
一

八
〇
四
番
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
東
町
六

―
七
六
―
一
ハ
イ
シ
ン
フ
ォ
ニ

ー
二
〇
二

岐
阜
県
羽
島
市
下
中
町
石
田
六

八
七
番
地

事

業

所

の

所

在

地

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

訪
問
看
護

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
六
・

七
・
三
一

平
成

二
六
・

七
・
三
一

平
成

二
六
・

七
・

一

廃

止

年
月
日

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
・
金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
十
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ー
サ
２
１(

Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
２
１)

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
二
番
一
号

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

村
井

正
平

外
七
八
者

(

変
更
後)

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

梅
本

和
典

外
七
三
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

業
・
金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
十
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

忠
節
フ
ラ
ン
テ
館

岐
阜
市
島
栄
町
一
丁
目
四
五
番
地
五

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

代
表
取
締
役

村
田

隆
一

(

変
更
後)

代
表
取
締
役

白
石

正

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

多
治
見
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
多
治
見
市
生
田
町(

生
田
町)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
多
治
見
市(

生
田
町)

の
地
籍
図

岐
阜
県
多
治
見
市(

生
田
町)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
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調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
坂
祝
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩
の
一
部(

黒
岩
字
林
前)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
加
茂
郡
坂
祝
町(

黒
岩
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
加
茂
郡
坂
祝
町(

黒
岩
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

○
岐
阜
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
用
途
地
域

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
北
方
町
都
市
環
境
農
政
課

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

各
務
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

小

林

ひ
ろ
し

岐
阜
市
北
一
色
一
〇
丁
目

三
〇
番
六
号

同

前

田

實

各
務
原
市
那
加
西
市
場
町
二
丁
目
一
一
〇
番
地

同

亀

山

多
一
郎

岐
阜
市
芥
見
二
丁
目

一
七
六
番
地

同

岸

野

治

郎

岐
阜
市
蔵
前
三
丁
目

二
一
番
一
一
号

同

小

林

照

夫

各
務
原
市
蘇
原
伊
吹
町
三
丁
目
二
八
番
地

同

篠

田

昌

治

岐
阜
市
芥
見
大
退
二
丁
目

四
〇
四
番
地

同

関

谷

和

己

各
務
原
市
那
加
前
野
町
一
丁
目
一
四
七
番
地

同

丹

羽

雄
太
郎

岐
阜
市
岩
田
西
三
丁
目

五
一
九
番
地

同

林

八

郎

各
務
原
市
蘇
原
大
島
町
五
丁
目
六
四
番
地

同

平

光

登

岐
阜
市
水
海
道
四
丁
目

一
五
番
二
二
号

同

山

田

義

武

関
市
下
白
金

一
七
〇
番
地
一

監
事

後

藤

耕

兵

関
市
上
白
金

六
六
九
番
地
二

同

浅

野

勉

各
務
原
市
那
加
手
力
町

二
四
番
地

同

川

出

軍

一

岐
阜
市
岩
滝
西
一
丁
目

三
七
番
地

同

柳

原

忠

明

岐
阜
市
細
畑
塚
浦

六
三
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所
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各
務
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

山

田

義

武

関
市
下
白
金

一
七
〇
番
地
一

同

後

藤

昭

博

岐
阜
市
芥
見
町
屋
二
丁
目

一
一
番
地

同

古

田

利

明

岐
阜
市
芥
見
野
畑
二
丁
目

五
九
番
地

同

丹

羽

雄
太
郎

岐
阜
市
岩
田
西
三
丁
目

五
一
九
番
地

同

清

水

治

幸

各
務
原
市
蘇
原
伊
吹
町
二
丁
目

八
番
地

同

遠

藤

和

彦

各
務
原
市
蘇
原
大
島
町
二
丁
目
二
四
番
地

同

松

岡

彌

嘉

各
務
原
市
那
加
前
野
町
一
丁
目
一
一
五
番
地

同

島

田

泰�
各
務
原
市
那
加
土
山
町
一
丁
目
一
一
〇
番
地

同

小

林

ひ
ろ
し

岐
阜
市
北
一
色
一
〇
丁
目

三
〇
番
六
号

同

平

光

千

年

岐
阜
市
水
海
道
三
丁
目

四
番
三
号

同

岸

野

治

郎

岐
阜
市
蔵
前
三
丁
目

二
一
番
一
一
号

監
事

後

藤

耕

兵

関
市
上
白
金

六
六
九
番
地
二

同

加

藤

和

昭

岐
阜
市
岩
滝
西
一
丁
目

一
八
六
番
地

同

淺

野

金

夫

各
務
原
市
那
加
長
塚
町
三
丁
目
一
一
番
地

同

森

博

幸

岐
阜
市
切
通
三
丁
目

一
二
番
二
一
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
運
転
者
管
理
シ
ス
テ
ム
変
更
業
務
委
託
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
10条
第
１
項
第
２
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
平
成
26年
６
月
16日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
金
町
六
丁
目
６
番

日
本
電
気
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
橘
谷
美
則

６
契
約
金
額
28,134,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


